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第１章 序 論 
 
 

第１節 計画策定の背景 
 

（１）少子高齢化・人口減少の進行  

わが国では少子高齢化、核家族化の進行、多様な価値観やライフスタイル等により、地

域社会は大きく変化し、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、支えあいの機能の低

下が問題視されています。 

また、上板町（以下、「本町」という。）においても令和２年９月末現在、総人口におけ

る６５歳以上の占める割合である高齢化率は３４．７％、また、０～１４歳の割合は１０．

４％となっており、少子高齢化が進んでいます。今後も高齢化がさらに進行する見込みと

なっています。 

 

（２）地域の支援ニーズの複雑化・複合化  

近年、一つの世帯に複数の課題が存在している状態（８０５０問題や、介護と育児のダ

ブルケアなど）や、世帯全体が孤立している状態（ごみ屋敷など）のように、従来の福祉

サービスだけでは対応しきれない生活課題が増加し、十分な対応ができていない状況と

なっています。 

これまで、高齢者、障がいのある人、子どもなど、対象に応じた福祉制度を整備し、支

援を求める人への取り組みを充実させてきましたが、上記のような社会や地域の状況を

踏まえ、制度の枠組みに捉われない支援が求められています。 

制度のはざまへの対応のイメージ 
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（３）地域共生社会の実現  

国は、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる地域

コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる「地域共生社会」の実現をめざしています。 

「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組むし

くみをつくるとともに、市町村においては、地域づくりの取り組みの支援と公的な福祉サ

ービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備が求められています。 

「地域共生社会づくり」のイメージ 

 
資料：厚生労働省「地域共生社会推進検討会最終とりまとめ」（令和元年１２月） 

 

 

（４）社会福祉法の一部改正  

令和２年６月１２日に、社会福祉法の一部改正等が行われ、地域住民の複雑化・複合化

した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築に関する事業や社会福祉連

携推進法人制度の創設が示されました。 
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（５）成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行  

近年の高齢化社会の進展に伴い、増加する認知症高齢者や知的障がい者、その他の精神

上の障がいがあることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で

支えあうことが課題となっています。しかし、課題の解決策の１つである成年後見制度は

十分に利用されていないのが現状です。このような状況を踏まえ、成年後見制度の利用の

促進に関する法律（成年後見制度利用促進法）が平成２８年に制定され、その中で各市町

村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的事項を市町村計画

に定めるよう努めることとされました。 

 

（６）再犯の防止等の推進に関する法律の施行  

わが国においては、約３割の再犯者によって約６割の犯罪が行われるなど、検挙人員に

占める再犯者の割合である「再犯者率」が増加しており、安全で安心して暮らせる地域社

会を構築する上で、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ再犯防止が大きな課題となっています。

このような現状を踏まえ、国は、平成２８年１２月に再犯の防止等の推進に関する法律を

施行し、国の責務の明確化や市町村の取り組みを推進するため、地方再犯防止推進計画の

策定を努めることとされました。 

 

（７）様々な感染症や自然災害への対応  

令和元年末頃から新型コロナウイルス感染症が世界的に広がる中、感染防止のために、

人と人とが距離を取り、接触する機会を減らすことが求められています。その結果、これ

まで進められてきた様々な地域活動や支援が自粛を余儀なくされ、社会的な孤立や高齢

者の虚弱化等の課題が深刻化しています。一方で、こうした状況は、人と人との交流やつ

ながりの重要性について再認識する機会となっています。 

今後も感染防止に取り組みながらの生活が求められる中、これまでのつながりを絶や

さず、また、今まで以上に深刻な状況に陥っている人に手を差し伸べるためにも、オンラ

イン等の活用を含めた新たなコミュニケーションや支援のあり方について考えていく必

要があります。 
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第２節 計画策定の目的 
 

本町では、高齢者介護・福祉、障がい者福祉、子ども・子育て支援の各分野ごとに、３

～５年を計画期間とする個別計画を策定し推進してきました。 

しかし、前述の社会動向を受けて、今後は支える側と受ける側に分かれるのではなく、

年齢や障がいの有無に関係なく、すべての人が、住み慣れた地域で、その人らしく、安心

して自立した生活を送るために、自助、相互扶助、共助、公助のそれぞれが機能する地域

を構築していくことが重要となっています。 

上板町地域福祉計画は、国が示す地域福祉の指針にも位置づけられた「地域における高

齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事

項」や「包括的な支援体制の整備に関する事項」を定め、地域住民、支部（自治会・町内

会）、ボランティア、福祉事業者、上板町社会福祉協議会など関係団体・機関、そして行

政が、地域福祉を相互に協力して円滑に推進していくために策定します。 

また、市町村では「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「成年後見制度

利用促進計画」、「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づく「地方再犯防止推進計画」

の策定が求められていることから、本計画は、これらの計画の内容を包含するものとしま

す。 

 

第３節 地域福祉計画とは 
 
「地域福祉」とは、対象（高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など）を限定せず、地

域の中の困りごとを、家族や友人、近隣住民、事業所や行政などとの関係性の中で解決し

ていくためのしくみのことをいいます。 

「地域福祉計画」とは、住民等の参加を得て、地域の様々な生活上の課題の解決に向け

て、地域福祉を推進するためのしくみをつくる計画です。 

計画を推進していくためには、行政による「公助」や社会保険制度等の「共助」だけで

なく、自分ができることは自分でやるという自立と社会参加に向けての力を高める「自

助」、地域住民同士が支えあう「相互扶助」が必要不可欠であり、「自助」「相互扶助」「共

助」「公助」を最適に組み合わせ、役割分担と連携のもとで、課題解決のしくみをつくる

ことが大切です。 

  

本町の「相互扶助」の考え方について 

地域福祉においては、現在「自助」「互助」「共助」「公助」による推進という

考え方が主流となっていますが、上板町では上板町総合計画で示されている

「自助」「相互扶助」「共助」「公助」とします。 
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自助・相互扶助・共助・公助の位置づけ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

第４節 計画の期間 
 

計画期間は、令和３～７年度までの５年間とし、国の政策動向や施策の推進状況によ

り、必要に応じて、随時見直しを行います。 

 

計画期間 

 
令和３年度 
（２０２１年度） 

令和４年度 
（２０２２年度） 

令和５年度 
（２０２３年度） 

令和６年度 
（２０２４年度） 

令和７年度 
（２０２５年度） 

地 域 福 祉 計 画      

高 齢 者 福 祉 計 画 

・ 介 護 保 険 事 業 計 画 
     

障 が い 者 計 画      

障がい福祉計画・障がい児福祉計画      

子ども・子育て支援事業計画      

 

  

 

第２期子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度） 

 

第３期障がい者計画（令和３～８年度） 

第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画  

 

高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

共助 

相互
扶助 

公助 

自助 

自分でできる

ことを自分で

する 

住民同士の 

助け合い 

介護保険や 

社会保険など

制度化された

支えあい 

税財源による

公的な 

支援制度 
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第５節 計画の位置づけ 
 

（１）関連する福祉計画等との連携  

本計画は、上板町総合計画を上位計画とし、既存の福祉分野等の関連計画との整合性

を保ちながら、年齢、性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、すべての人々を対象

として、地域課題等を解決していくための取り組みを示すものとして位置づけます。 

  

上板町総合計画

上板町地域福祉計画
成年後見制度利用促進基本計画

地方再犯防止推進計画

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

障
が
い
者
計
画

障
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い
福
祉
計
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児
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計
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高
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事
業
計
画

そ
の
他

関
連
計
画

徳島県
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と
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（２）法的根拠  

①地域福祉計画 

 

地域福祉計画は、「社会福祉法」第１０７条の規定に基づき、地域福祉推進の主体であ

る地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必

要となる施策の内容や体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門

職も含めて協議の上、計画的に整備していくことを内容とするものです。 

 

地域福祉計画の策定については、平成３０年４月の社会福祉法の一部改正により、任意

とされていたものが努力義務とされました。さらに、「地域における高齢者の福祉、障害

者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆ

る福祉分野の「上位計画」として位置づけられました。 

また、地域福祉計画は、盛り込むべき必須事項が定められていますが、この法改正にお

いて、「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が新たに追加されています。 

 

 

  

社会福祉法（抜粋） 

（市町村地域福祉計画） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取

り組むべき事項 

2 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

3 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

4 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

5 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものと

する。 
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②成年後見制度利用促進基本計画 

 

成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８

年法律第２９号）第１４条の規定に基づく、市町村における成年後見制度の利用促進に関

する施策についての基本的な計画です。 

 

 

③地方再犯防止推進計画 

  

再犯防止計画は、「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づく計画であり、当該市町

村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画です。 

 

 

  

成年後見制度の利用の促進に関する法律（抜粋） 

市町村の講ずる措置 

第14条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年

後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施期間の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調

査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機

関をおくよう努めるものとする。 

再犯防止推進法（抜粋） 

（国等の責務） 

第４条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、再犯の防止等

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえ

て、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方再犯防止推進計画） 

第８条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村におけ

る再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するよう努めなければならない。 
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第２章 上板町の現状 
 
 

第１節 人口の動向 
 

本町の人口は減少傾向で推移しており、このままの傾向で推移すると、令和７年（２０

２５年）には１１,０００人前後になり、高齢化率は約３７％になると推計されます。 

また、少子化傾向から、０～１４歳の年少人口は一貫して減少し、令和７年には１，０

００人前後になると推計されます。地域の子どもの数が減るということで、子どもや保護

者が、同年代の子どもや子育て世代と交流する機会が減ることにより、社会性を身につけ

るためのコミュニケーションの不足や、子育て不安を招くおそれが想定されるため、地域

ぐるみの子育てを一層推進していく必要があります。 
 

人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２７年までは国勢調査実績値。令和２年以降は住民基本台帳人口の直近の動向に基づく推計値。 
 

  



 

１０ 
 

 

第２節 要介護認定者・障がい者の状況 
  
介護保険制度では、要介護状態にある高齢者に要介護認定を行い、介護サービスを提供

します。 

本町の令和元年度末の要介護認定者は８５４人で、高齢者全体の約２割を占めていま

す。 

また、障がい者福祉制度では、各種支援を行うために、手帳交付制度があります。 

令和元年度末の身体障がい者手帳所持者数は６１４人、療育手帳所持者数は１４３人、

精神障がい者保健福祉手帳所持者数は９４人となっており、いずれも増加傾向で推移し

ています。 

このように、住民の相当数が要介護高齢者や障がい者であるため、そのニーズに応える

介護保険サービスや障がい福祉サービスの量的充足は、引き続き本町の政策課題といえ

ます。 

 

要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年９月末現在） 
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１１ 
 

障がい者手帳所持者数の推移（各年度末現在） 

 

〔身体障がい者福祉手帳〕 

 平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

等
級
別 

１級 208 211 217 

２級 85 83 81 

３級 81 77 81 

４級 162 155 159 

５級 44 38 35 

６級 39 44 41 

種
類
別 

視覚障がい 22 20 22 

聴覚・平衡機能障がい 89 96 91 

音声・言語・そしゃく機能障がい 14 13 13 

肢体不自由 320 308 307 

内部障がい 174 171 181 

合計 619 608 614 

 
 
 

〔療育手帳〕 

 平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

等
級
別 

Ａ１ 27 29 31 

Ａ２ 20 23 24 

Ｂ１ 22 29 31 

Ｂ２ 40 51 57 

合計 109 132 143 

   
〔精神障がい者保健福祉手帳〕 

 平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

等
級
別 

１級 22 21 16 

２級 38 37 40 

３級 27 32 38 

合計 87 90 94 

 

資料：上板町福祉保健課（各年度末現在） 

  



 

１２ 
 

第３節 母子・父子世帯の状況 
  
母子・父子世帯は、子育てや家事と就労の両立への心身の負担が大きいため、地域で可

能な支援を行っていくことが望まれます。 

平成２７年国勢調査によると、本町の２０歳未満の子どもがいる母子世帯は５９世帯、

父子世帯は１２世帯で、それぞれ２０歳未満の子どもがいる全世帯の５.５％、１.１％を

占めます。この全世帯に占める構成比は、徳島県平均や全国平均とおおむね同程度となっ

ています。 

また、一番下の子どもの年齢ごとに母子世帯数、父子世帯数をみると、例えば、一番下

の子どもの年齢が０～５歳の子どもがいる世帯３４１世帯のうち、母子世帯は９世帯、父

子世帯は１世帯あり、これらの世帯では、子育ての負担が一層大きいものと推察されま

す。 

 

母子世帯・父子世帯の数と構成比（平成２７年国勢調査） 

 一番下の子どもの年齢 

０～５歳 ０～11歳 ０～14歳 ０～17歳 ０～19歳 

母子世帯 9 28 45 53 59 

父子世帯 1 5 10 11 12 

世帯数合計 341 651 832 988 1,067 

母子世帯の割合 2.6% 4.3% 5.4% 5.4% 5.5% 

父子世帯の割合 0.3% 0.8% 1.2% 1.1% 1.1% 
 

〔参考〕構成比の県合計値・全国合計値 

 
 一番下の子どもの年齢 

 ０～５歳 ０～11歳 ０～14歳 ０～17歳 ０～19歳 

県合計 
母子世帯 3.2% 5.2% 6.0% 6.6% 6.6% 

父子世帯 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 0.8% 

全国合計 
母子世帯 2.9% 7.4% 9.0% 8.6% 5.1% 

父子世帯 0.1% 0.7% 1.1% 1.3% 0.9% 

 

  



 

１３ 
 

第４節 在留外国人の状況 
 

令和元年末の本町の在留外国人数は１３１人で、徳島県全体の６,５９２人の約２％と

なっています。国籍別では、ベトナムが５６人、中国が４８人、フィリピンが１０人など

となっています。 

外国人は、言葉や慣習などが異なることから、生活課題を抱えやすいため、多文化共生

の理念に基づき、ともに支えあうまちづくりを進めていく必要があります。 

 

上板町の在留外国人数の推移 

  
平成 27年 

(2015年) 

平成 28年 

(2016年) 

平成 29年 

(2017年) 

平成 30年 

(2018年) 

令和元年 

(2019年) 

中国 45 44 42 51 48 

韓国 1 2 2 2 1 

ベトナム 29 41 36 48 56 

フィリピン 7 7 9 8 10 

ネパール 2 9 2 - - 

米国 1 1 1 1 1 

台湾 - - - 1 1 

その他 4 12 18 11 14 

合計 89 116 110 122 131 

資料：法務省「在留外国人統計」（各年１２月末） 

 

  



 

１４ 
 

35.1%

44.0%

11.9%

2.8%

5.5%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

助け合って生きていく

上で大切なことである

挨拶や多少の

協力は当然である

挨拶はするが関わりたくない

わずらわしいので

つきあいたくない

何も思わない

無回答

1.1%

32.3%

33.5%

28.2%

3.4%

0.5%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40%

親密なつきあい

（家族同様に関わる）

相互扶助的なつきあい

（困ったときに相互に助け合う）

形式的なつきあい

（義理を欠かさない）

なるべくは関わらない

（挨拶をする程度）

まったく関わらない

その他

無回答

 

第３章 住民の意識・ニーズ 
 
 

本計画を策定するための基礎資料とするため、上板町の住民１,０００人を対象に令和

２年８～９月に郵送法でアンケート調査を実施しました。その結果の概要は次のとおり

です。 

アンケート調査の配布・回収の状況 

配布数 回収数 回収率 

1,000票 436票 43.6% 

 

第１節 近所づきあいに関する意識 
  
近所づきあいの状況については、「親密なつきあい（家族同様に関わる）」は１％と少な

く、「相互扶助的なつきあい（困ったときに相互に助け合う）」も３２％にとどまっており、

「形式的なつきあい（義理を欠かさない）」は３４％、「なるべくは関わらない（挨拶をす

る程度）」は２８％で、つきあいが少ない人が多くみられます。 

一方、近所づきあいに関する意識についてみると、「助け合って生きていく上で大切な

ことである」が３５％、「挨拶や多少の協力は当然である」は４４％で、その重要性を感

じている人が多くなっています。 

近所づきあいの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

近所づきあいに関する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１５ 
 

14.2%

13.3%

13.3%

8.8%

2.7%

40.7%

6.2%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

加入するメリットがないから

役員や当番が回ってくるから

町内会があるか知らないから

町内会が存在しないから

活動内容が分からないから

特に理由はない

その他

無回答

73.2%

59.5%

73.7%

86.0%

25.9%

39.2%

26.3%

12.7%

0.9%

1.4%

0.0%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

10～30歳代

40～50歳代

60歳以上

入っている 入っていない 無回答

第２節 支部（自治会・町内会）の加入の状況 
  
支部（自治会・町内会）に回答者や家族が「入っている」という回答は、１０～３０歳

代で６０％、４０～５０歳代で７４％、６０歳以上で８６％、全体では７３％となってい

ます。また、入っていない回答者にその理由をたずねたところ、「特に理由はない」が最

も多く、「加入するメリットがないから」、「役員や当番が回ってくるから」、「町内会があ

るか知らないから」などが続いています。支部（自治会・町内会）の重要性を啓発し、加

入率を上げていくことが求められます。 

 

支部（自治会・町内会）の加入の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部（自治会・町内会）に入っていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

１６ 
 

43.1%

36.5%

23.9%

14.0%

10.6%

9.6%

8.9%

8.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

災害が発生した際の

安否確認や避難誘導

高齢者のみ世帯の安否確認

働きながら子どもを育てる

ことができる環境の整備

孤立死（孤独死）の防止

子どもの教育や将来のことを

相談できる環境の整備

生活習慣病等を予防するため

の健康づくりへの取組み

犯罪や非行の防止

地域の交流の場づくり

47.0%

15.1%

14.7%

9.6%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声かけ

話し相手

ちょっとした買い物やゴミ出し

相談相手（悩みごとなど）

通院の送迎や外出の手助け

第３節 地域の生活課題 
 
「地域の中で優先的に解決しなければならない困りごと」をたずねたところ、「災害

が発生した際の安否確認や避難誘導」が４３％で最も多く、次いで「高齢者のみ世帯の

安否確認」が３７％、「働きながら子どもを育てることができる環境の整備」が２４％、

「孤立死（孤独死）の防止」が１４％などとなっています。 

こうした生活課題の改善・解決に向けて、地域の支えあい力を強化していくことが求

められます。 

また、「自分自身が日常生活が不自由になった場合、近所の人に手助けしてほしいと

思うこと」をたずねたところ、「安否確認の声かけ」（４７％）、「話し相手」（１５％）、

「ちょっとした買い物やゴミ出し」（１５％）など、多くの項目で「手助けしてほしい」

という回答が上がっており、「近所の人に手助け」に関するニーズがあることがわかり

ます。 

地域の生活課題（１６項目中上位８位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活が不自由になった場合、近所の人に手助けしてほしいこと（９項目中上位５位） 

 

 

 

 

  



 

１７ 
 

56.7%

47.8%

43.9%

17.8%

16.7%

7.2%

6.7%

2.2%

1.1%

2.2%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

町内会の活動

環境美化活動

地元のお祭りやスポーツ大会

防犯・防災活動

PTA や子ども会の活動

子どもや高齢者など

への声かけ運動

施設慰問等の福祉活動

民間団体（会社など）での活動

福祉に関するNPO 

団体での活動

その他

無回答

41.3%

24.3%

43.1%

56.0%

57.8%

75.7%

56.2%

42.0%

0.9%

0.0%

0.7%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

10～30歳代

40～50歳代

60歳以上

参加している 参加していない 無回答

第４節 ボランティア活動の参加状況 
 
ボランティア活動の参加状況については、「参加している」は１０～３０歳代で２４％、

４０～５０歳代で４３％、６０歳以上で５６％、全体では４１％となっており、若い層

の参加を促進することが求められます。 

また、「参加しているボランティア活動の内容」は、「町内会の活動」が５７％で最も

多く、「環境美化活動」が４８％で続いており、「施設慰問等の福祉活動」、「福祉に関す

るＮＰＯ団体での活動」など、福祉を主目的とするボランティア活動への参加は１割未

満と少ない状況です。 

ボランティア活動の参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加しているボランティア活動の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

１８ 
 

50.2%

15.4%

25.2%

5.7%

1.4%

2.1%

0% 20% 40% 60%

行政と住民が協力しあって、

ともに取り組むべきである

行政の福祉サービスが届かない部分

については住民が協力すべきである

家族、地域の助け合いを基本と

しながら、足りない部分を

行政が支援すべきである

福祉サービスの提供は

行政の責務であるので、

住民が協力する必要はない

その他

無回答

50.2%

33.9%

22.5%

19.3%

15.6%

0% 20% 40% 60%

住民相互の日常的な

対話や交流を広げる

町内会が住民の身近な

くらしや、健康・安全・

防犯などの問題に取り組む

高齢者や障がい者と子ども・

若い人たちとの交流を広げる

身近な地域で住民のくらしや

福祉について懇談する

機会をつくる・増やす

民生児童委員とボランティア

との協力・連携を広げる

第５節 住民と行政の役割分担に関する意識 
 
「福祉サービスを充実させていく上で、行政と住民の関係はどうあるべきか」につい

てたずねたところ、「行政と住民が協力しあって、ともに取り組むべきである」という

回答が約半数と多く、住民だけ、行政だけでなく、役割分担のもとともに進めることを

住民は求めていることがわかります。 

また、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、住民が取り組むべき

こと」については、「住民相互の日常的な対話や交流を広げる」や「町内会が住民の身

近なくらしや、健康・安全・防犯などの問題に取り組む」が多くなっており、住民自身

がこれまで以上に、対話や交流を進め、生活課題に取り組んでいくことが重要と認識さ

れています。 

福祉分野での住民と行政の役割分担に関する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民が取り組むべきこと 

 

 

 

  



 

１９ 
 

 

第４章 計画の基本的な考え方 
 
 

第１節 基本理念 
 

地域福祉計画の根拠である社会福祉法では、当計画に基づき、市町村が、高齢者介護・

福祉、障がい者福祉、子ども・子育て支援、その他の福祉を包括的に推進することを求め

ています。 

本町では、令和８年度（２０２６年度）を目標年度とする上板町総合計画において、「ま

ちに藍・ひとに愛・助け合いのまち 上板」を将来像に掲げ、「自分たちの町は自分たちで

守り、育てる」という意識を持って、町民一人ひとりが自立しながら支えあい・助け合い

により、福祉や自主防災など様々な分野で地域コミュニティを大切にするまちをめざし

ています。 

また、高齢者福祉計画・介護保険事業計画において、基本理念「笑顔あふれるまちづく

り」を、障がい者計画で基本理念「障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域でともに

生きるまち」を、子ども・子育て支援事業計画で基本理念「ともにささえあい、安心して

子育てができるまち」を掲げてそれぞれ施策を推進しているところであり、これらを包括

する理念に基づく地域福祉の推進が求められます。 

上板町地域福祉計画では、これらのことを踏まえ、基本理念を「みんなの笑顔あふれる

共生のまち・上板」と定めます。 

地域住民、学校や事業所など各機関、行政が物理的にも心理的にも密接につながり、互

いに笑顔でそれぞれの役割を果たしながら地域において支えあい活動を行い、災害、犯罪

など、万が一の事態に周到に備えるまちをめざしていきます。 

 

 

みんなの笑顔あふれる共生のまち・上板 
 
 
 
 

  



 

２０ 
 

第２節 基本目標 
 

基本理念を実現するため、以下の３つの基本目標を設定します。 

 

１ 福祉サービスの安定的な提供 
 

高齢者介護・福祉、障がい者福祉、子ども・子育て支援など、各福祉サービスを、き

め細かな相談支援・ケアマネジメントのもと、各事業所の協力を得ながら、安定的に提

供し、複雑化する住民の福祉ニーズに対応していきます。 

 

２ 支えあいによる生活課題の解決 
 

災害に対する不安、自家用車で自由に移動できない人の生活困難、権利侵害の防止な

ど、住民の日常生活の課題を行政サービスですべて解決することは困難であり、住民同

士が互いに支えあうことで、その軽減・解消につなげ、住みよい地域を維持していきま

す。 

 

３ 地域を支える人材の育成としくみづくり 
 

住民一人ひとりが、自分自身ができる地域活動を積極的に行えるよう、意識啓発、人

材育成を進め、性別や年代、分野を越えて、誰もが、「我が事」として地域づくりに参

加する「地域共生社会」のしくみづくりを進めます。 

 

 
  



 

２１ 
 

第３節 施策の体系 
 

基本目標をめざし、以下の体系で施策を推進します。 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

≪基本理念≫ ≪施策≫ ≪基本目標≫ 

み
ん
な
の
笑
顔
あ
ふ
れ
る
共
生
の
ま
ち
・
上
板 

（１） サービスの質・量の確保 

（２） 包括的な相談支援の推進 

（３） 福祉人材の確保と 

効率的な福祉事業所運営の支援 

 
（７）「我が事」意識の醸成 

（８）地域活動を通じた人材の育成 

（９）多分野・多職種協働の体制づくり 

 
（４） 災害に強い地域づくりの推進 

（５） 権利擁護の推進 

（６） 住民との協働による支援事業の推進 



 

２２ 
 

第４節 分野別施策の推進 
 

分野別施策は以下のとおりです。なお、施策ごとに、「自助」「相互扶助」「共助」「公助」

として、住民、地域、社会福祉協議会、行政の役割も記載します。 
 

基本目標１ 福祉サービスの安定的な提供 
 

（１）サービスの質・量の確保 

 

介護保険サービス、障がい福祉サービスなど、福祉サービスについて、そ

れぞれの分野別計画に基づき、充実を図るとともに、全国統一のサービスメ

ニューだけでは対応できない制度のはざまへの対応や、複合化・複雑化した

福祉課題の解決を図るため、ニーズに応じた柔軟な制度・サービスの構築に

努めます。 

 

①高齢者介護・福祉サービスの充実 

高齢者が要介護状態や認知症等になっても、安心していきいきと地域で暮らしていけ

るよう、介護保険制度に基づく介護サービス等の充実を図ります。とりわけ、地域包括ケ

アシステムの強化に向け、在宅医療・介護連携と認知症施策の推進に努めます。 

（詳細は、上板町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に登載） 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆要介護状態にならないよう、日頃から健康に注意し、

介護予防に努めましょう。 

◆介護保険制度等について学び、困ったことがあった

ら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆地域で介護予防や生きがいづくり、閉じこもり防止等

の活動を継続し、幅広い参加を働き掛けましょう。 

◆高齢者の困りごとを地域で話し合い、地域で解決する

方策を検討していきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆一人ひとりのニーズにあったサービスを提供できる

ように努めます。 

◆介護保険制度の周知に努めます。 

公助 町が行うこと 

◆介護サービス等の充実（在宅医療・介護連携と認知症

施策の推進等）を図ります。 

◆介護保険制度の安定運営に努めます。 

 

  



 

２３ 
 

②障がい福祉サービスの充実 

身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などがあっても安心していき

いきと地域で暮らしていけるよう、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障がい福祉サ

ービス、障がい児福祉サービスの充実を図ります。 

（詳細は、上板町障がい福祉計画等に登載） 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆日頃から健康づくりや心身のリハビリテーションに

努めましょう。 

◆障害者総合支援制度等について学び、困ったことがあ

ったら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆地域で障がい者を支える活動を継続し、幅広い参加を

働き掛けましょう。 

◆障がい者の困りごとを地域で話し合い、地域で解決す

る方策を検討していきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆障がい者・児の多様な福祉ニーズに対応できるよう、

障がい福祉サービス、障がい児福祉サービスを展開し

ます。 

◆緊急連絡カードの充実を図ります。 

公助 町が行うこと 
◆障がい福祉サービス、障がい児福祉サービス等の充実

を図ります。 

◆障害者総合支援制度の安定運営に努めます。 

 

③子ども・子育て支援サービスの充実 

子どもたちが元気に育ち、保護者が子育て不安に悩むことなく、安心して子育てができ

るよう、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援サービス等の充実を図ります。 

（詳細は、上板町子ども・子育て支援事業計画に登載） 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆乳幼児健診など、公的な事業を利用し、親と子の心身

の健康づくりに努めましょう。 

◆子ども・子育て支援制度等について学び、困ったこと

があったら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆地域で子育て家庭を支える活動を継続し、幅広い参加

を働き掛けましょう。 

◆子育て家庭の困りごとを地域で話し合い、地域で解決

する方策を検討していきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆子ども・子育て支援サービスを展開していくことを検

討していきます。 

◆児童通学の見守り等の充実を図ります。 

公助 町が行うこと 

◆子ども・子育て支援サービス等の充実を図ります。 

◆子ども・子育て支援制度の安定運営に努めます。 

◆子ども・子育て支援事業事務手続きの簡素化に取り組

みます。 



 

２４ 
 

④保健・健康づくり事業の充実 

住民が自分の健康状態や健康づくりに関心を持ち、バランスよい食生活、適度な運動な

どを行って、健康増進に一層努める地域社会をめざして、保健・健康づくり事業の充実を

図ります。 

（詳細は、健康かみいた２１に登載） 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆バランスよい食生活、適度な運動、休養を心がけ、心

身の健康づくりに努めましょう。 

◆健診を積極的に受診して、自分自身の健康状態を把握

し、生活習慣病の重症化予防に努めましょう。 

◆健康に不安があったら、専門職に早期に相談しましょ

う。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆地域で健康づくり活動を継続し、幅広い参加を働き掛

けましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆保健・健康づくりに関する福祉サービスの推進を図り

ます。 

◆健康維持増進づくり教室の充実を図ります。 

公助 町が行うこと 
◆健康増進事業等の充実を図ります。 

◆国民健康保険制度の安定運営に努めます。 

 

 

⑤「共生型サービス」の実施促進 

福祉サービスについては、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせ

て、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、介護保険、障

がい福祉、子ども・子育て支援といった制度の垣根をなくし、高齢者や障がい児・者等が

ともに利用できる「共生型サービス化」の促進を図ります。 
 

「共生型サービス化」の例 

 

①生活介護を利用する障がい者が６５歳以上になっても、使い慣れたサービスの

利用を継続できるよう、生活介護事業所が介護保険の介護事業所となる 
 

②身近な場所で短期入所が受けられるよう、介護保険の介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）での６５歳未満の障がい者の受け入れを行う 

 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

 

  

共助 
社会福祉協議

会が行うこと 
◆誰もが平等に福祉サービスが受けられるよう推進し

ます。 

公助 町が行うこと ◆「共生型サービス化」に取り組みます。 



 

２５ 
 

⑥「サービスの総合化」の取り組みの推進 

高齢者介護や障がい福祉等の福祉サービスが大きく発展する一方、制度のはざまでサ

ービスが受けられない人や、複合化・複雑化した福祉課題に悩む人が少なくないことか

ら、制度や実施主体の垣根にとらわれない「サービスの総合化」に向け、研究を進めてい

きます。 
 

「サービスの総合化」の例 

 

①介護保険や障害者総合支援法等で規定された基準や支給限度を超えるニーズ

に対し、他の制度の利用や、新たな制度化、私的契約による混合利用などで柔

軟に対応していく 
 

②公的サービスの実施場所で、空き時間を利用し、別の活動を行い、スペースの

有効利用を図る 

 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

 

 

 

 

  

共助 
社会福祉協議

会が行うこと 

◆サービスの「総合化」について、研究を進めていきま

す。 

◆混合利用などの総合化を推進します。 

公助 町が行うこと ◆「サービスの総合化」に取り組みます。 



 

２６ 
 

（２）包括的な相談支援の推進 

 

高齢者介護や障がい福祉などの分野では、専門の相談員が、複数のサービ

スの中から最適なサービスを組み合わせ、サービスの提供側が連携してその

人の支援計画をプランニングしていく「ケアマネジメント」が制度化されて

います。 

こうした分野ごとの相談支援を推進するとともに、複合的な生活課題に対

しても、多機関・多職種による包括的な相談支援を展開していきます。 

 

①高齢者への相談支援の充実 

町健康推進課（令和３年３月まで福祉保健課）と上板町社会福祉協議会による地域包括

支援センターを中心に、高齢者の介護福祉をはじめとする様々な相談を受け、適切なサー

ビス・支援につなげていきます。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆介護保険制度等について学び、困ったことがあった

ら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆民生委員・児童委員など、地域の役職者が地域住民の

困りごとを把握し、公的機関につないでいきましょ

う。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆地域包括支援センターとして、高齢者の介護・福祉を

はじめとする様々な相談を受け、適切なサービス・支

援につなげていきます。 

◆各関係機関との連携や情報提供の充実を図ります。 

◆多職種で対応し、問題解決に取り組みます。 

公助 町が行うこと 
◆地域包括支援センターなど相談機関の充実に取り組

みます。 

 

 

  



 

２７ 
 

②障がい者への相談支援の充実 

町民生児童課（令和３年３月まで福祉保健課）は、障がい福祉サービスの利用に必要な

障がい支援区分の認定や、障がい年金・各種手当等の支給等を行う機関として、障がい者

の福祉に関する相談を受け、適切なサービス・支援につなげていきます。また、民間の障

がい者相談支援事業所の適切な相談支援を働き掛けていきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆障害者総合支援制度等について学び、困ったことがあ

ったら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆民生委員・児童委員など、地域の役職者が地域住民の

困りごとを把握し、公的機関につなぎましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆地域福祉活動の中で、障がい福祉、障がい児福祉に関

するニーズの把握に努め、必要に応じて、町や障がい

者相談支援事業所による相談支援につなげていきま

す。 

◆相談しやすい環境づくりと相談支援の拡充に努めま

す。 

公助 町が行うこと ◆相談支援事業所など相談機関の充実に取り組みます。 

 

 

③子ども・子育てに関する相談支援の充実 

令和３年３月に開設した上板町子育て世代包括支援センター「藍っこ」を中心に、上板

町子育て支援センター、保育所・幼稚園、主任児童委員、上板町子ども・若者相談支援セ

ンター『あい』等が連携し、妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない包括的な相談支

援を推進し、適切なサービス・支援につなげていきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆子ども・子育て支援制度等について学び、困ったこと

があったら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆民生委員・児童委員など、地域の役職者が地域住民の

困りごとを把握し、公的機関につなぎましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆地域福祉活動の中で、子ども・子育てに関するニーズ

の把握に努め、必要に応じて、町や関係機関による相

談支援につなげていきます。 

◆各関係機関との連携や情報提供の充実を図ります。 

公助 町が行うこと 
◆上板町子育て世代包括支援センターなど相談機関の

充実に取り組みます。 

 

  



 

２８ 
 

④生活困窮者自立支援の充実 

生活困窮者に対し、上板町社会福祉協議会、民生委員・児童委員、徳島県東部保健福祉

局（福祉事務所）、ハローワークなどと連携し、自立支援プランを立て、就学援助などに

よる経済的支援、就労支援、住宅確保支援等を計画的に行う生活困窮者自立支援事業を推

進します。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆地域で生活のしづらさを抱えている方がいないか気

にかけ、必要に応じて相談機関や民生委員・児童委員

を紹介しましょう。 

◆生活困窮者自立制度等について学び、困ったことがあ

ったら、早期に相談しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆民生委員・児童委員など、地域の役職者が地域住民の

困りごとを把握し、公的機関につなぎましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆社会的孤立、借金問題、就労問題、住宅問題など、生

活のしづらさを抱えたまま日々の生活を送っている

生活困窮者へのきめ細かな相談や生活福祉資金の貸

付などを進めます。 

◆町、上板町社会福祉協議会、徳島県東部保健福祉局（福

祉事務所）などが連携した相談援助の充実に取り組み

ます。 

公助 町が行うこと 
◆町、上板町社会福祉協議会、徳島県東部保健福祉局（福

祉事務所）などが連携した相談支援の充実に取り組み

ます。 

 

 

  



 

２９ 
 

⑤相談支援の「包括化」の推進 
 

相談者本人のみならず、介護、障がい、育児、貧困などその属する世帯全体の複合的・

複雑化したニーズをとらえ、本質的な課題に対し、部局を越えた調整などを通じて、必要

な支援をコーディネートする相談支援の「包括化」を推進します。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆民生委員・児童委員は、各世帯の複合的・複雑化した

ニーズの把握に努め、公的相談支援機関につなぎまし

ょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆「伴走型支援」と「地域住民の気にかけ合う関係性」

づくりに努めます。 

◆町、上板町社会福祉協議会による相談支援の「包括化」

を推進します。 

◆各分野や関係機関との連携を図り、適切な支援が行え

るよう努めます。 

公助 町が行うこと 

◆町、上板町社会福祉協議会による相談支援の「包括化」

を推進します。 

◆各分野や関係機関との連携を図り、適切な支援が行え

るよう努めます。 
    

相談支援の「包括化」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
資料：厚生労働省「第２回地域力強化検討会」資料（平成２８年） 
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「伴走型支援」と「地域住民の気にかけ合う関係性」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「地域共生社会推進検討会最終とりまとめ」（令和元年１２月） 

 

 

  



 

３１ 
 

（３）福祉人材の確保と効率的な福祉事業所運営の支援 

 

わが国では、介護・福祉人材の不足が顕在化し、就業者が親の介護を機に

離職する「介護離職」も社会問題となっています。また、福祉サービス事業

所では、労働生産性の向上も課題となっています。 

これらの施策の主要な実施主体は国や県ですが、町も可能な施策を検討し、

推進していきます。 

 

①福祉人材の確保に向けた取り組みの推進 

福祉人材の確保について、国や県、徳島県福祉人材センターアイネットなど関係機関と

連携しながら、資格取得の支援や処遇改善、離職防止等に向けた取り組みを推進します。 

また、町や社会福祉協議会、町立保育所・幼稚園などにおいて、福祉に携わる学生・研

修生等の研修・実習を要請に応じて受け入れ、将来にわたる福祉人材の確保につなげてい

きます。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆介護・福祉の職について関心を持ち、就職先の１つと

して検討しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆ボランティアとして、介護・福祉事業所の活動メニュ

ーに参加・協力しましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆介護・福祉サービス事業所として、職員の人材育成を

図ります。 

◆社会福祉士や介護福祉士等の資格取得に必要な現場

実習を中心に、要請に応じて学生・研修生等の受け入

れを進めます。 

◆各関係機関との連携に努めます。 

公助 町が行うこと ◆介護・福祉事業所の人材育成の促進に努めます。 

 

  



 

３２ 
 

②介護・福祉サービス事業所の労働生産性の向上 

介護・福祉サービス事業所における人材の有効活用を図るため、県など関係機関と連携

し、指定、指導監査などに関する事務負担の軽減を促進するとともに、外国人材の受け入

れの促進やＡＩ、ロボットの活用も視野に入れ、労働生産性の向上を図っていきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

共助 
社会福祉協議

会が行うこと 

◆地域の社会福祉法人や介護・福祉事業所が連携して地

域貢献の取り組みを進めていきます。 

◆多能工育成による生産性向上の充実を図ります。 

公助 町が行うこと ◆介護・福祉事業所の労働生産性の向上を促進します。 

 

 

③事業所間のネットワークづくりの推進 

地域内外の連絡会等を通じて、地域にある介護・福祉サービス事業所が互いに連携・協

力できる関係づくりを進め、地域の介護・福祉サービス全体の質の向上につなげていきま

す。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

共助 
社会福祉協議

会が行うこと 

◆地域の社会福祉法人や介護・福祉事業所が連携して地

域貢献の取り組みを進めていきます。 

◆福祉団体との協働の推進に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆社会福祉協議会・包括支援センターとの連携・協力体

制づくりを促進します。 

 

  



 

３３ 
 

基本目標２ 支えあいによる生活課題の解決 
 

（４）災害に強い地域づくりの推進 

 

誰もが安全に安心して地域で暮らせるよう、地域ぐるみの防災活動を進め

ます。 

特に、高齢者や障がい者など、災害時等に配慮が必要な住民に対し、近隣

住民による日頃からの見守りネットワークづくりを進めます。 

 
 

①自主防災力の強化 

南海トラフ巨大地震等の大規模災害の際に、地域住民が協力して適切な自主防災活動

が行えるよう、自主防災組織の育成、防災訓練の充実、避難所運営体制の強化などに努め

ます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆非常持ち出し袋の用意など、家庭での防災対策を進め

ましょう。 

◆地域の防災・防犯活動に積極的に参加しましょう。 

◆災害時に速やかに安否確認、声かけができるように日

頃から隣近所で交流を深めましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆地域住民が協力して、自主防災活動を進めましょう。 

◆高齢者や障がい者など避難の際に手助けが必要な方

の把握に努めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆災害時要配慮者利用施設として、日頃から研修・訓練

等に努めます。 

◆災害時は、上板町社会福祉協議会は、災害ボランティ

アセンターの機能を担うこととなることから、その円

滑な支援体制づくりに努めます。 

公助 町が行うこと 

◆地域防災計画や各施設の避難計画等に基づく防災対

策を推進します。 

◆住民、団体、企業との連携及び協力体制の構築を進め

ます。 

 

  



 

３４ 
 

②避難行動要支援者への支援ネットワークづくりの推進 

ご本人の承諾のもと、事前登録を通じて、避難行動要支援者の状況を消防機関、警察、

民生委員・児童委員、上板町社会福祉協議会、自主防災組織、地域支援者、その他の避

難支援等の実施に携わる者等が日頃から把握し、災害時に必要な支援が行えるネット

ワークづくりを進めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆近隣の人と挨拶や、声をかけ合う関係をつくりましょ

う。 

◆避難行動要支援者へ可能な限り支援の協力をしまし

ょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆地域住民が協力して、支援が必要な人の見守り体制づ

くりを進めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆緊急連絡カードの推進及び要支援者の把握に努めま

す。 

◆避難時に支援が必要な方の把握に努めます。 

◆災害時における高齢者の安否確認及びボランティア

機能の役割を遂行します。 

公助 町が行うこと 

◆避難行動要支援者台帳を作成し、支援体制を整備しま

す。 

◆避難行動要支援者への個別計画策定の支援に努めま

す。 

 

  



 

３５ 
 

（５）権利擁護の推進 

 

虐待や暴力、差別などの人権侵害を早期に発見し、関係者・関係機関が連

携しながら、適切な相談支援を行い、解決にあたる擁護体制の充実に努めま

す。 

また、判断能力が不十分な状態であっても、地域で自立して暮らしていけ

るよう、民法上の成年後見人制度や日常生活自立支援事業等の利用促進を図

ります。 

さらに、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」を推進します。 

 
 

①人権啓発・人権教育の推進 

人権尊重意識の高揚を図るため、保育所・幼稚園、学校、事業所、さらには行政機関

などでの人権啓発・教育を継続的に推進するとともに、上板町人権教育推進協議会や人

権擁護委員をはじめ、関係者・関係機関が連携しながら、適切な相談支援を行うなど、

人権問題の早期解決に向けた施策の推進を図ります。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆虐待、暴力、言葉の暴力など人権侵害を一人で悩まず、

家族や友人、公的機関に早期に相談しましょう。 

◆家庭で人権について話し合い、正しい認識を持てるよ

う教育をしていきましょう。 

◆権利擁護や男女共同参画、人権等について知識を深め

ましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆上板町人権教育推進協議会や人権擁護委員など、地域

の役職者を中心に、人権に関する悩みの把握に努め、

解決を図りましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆徳島地域人権啓発活動ネットワーク協議会の街頭啓

発活動への協力や、各種人権教育研修などを通じて、

人権啓発・人権教育を推進します。 

◆各関係機関との連携に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆保育所・幼稚園、学校、事業所、行政機関等での人権

啓発・教育事業の継続的な推進に努めます。 

 

  



 

３６ 
 

②虐待防止の推進 

民生委員・児童委員や保育所・幼稚園、学校、福祉施設など、関係機関によるネットワ

ークを強化し、高齢者、障がい者、子ども等への虐待や配偶者等暴力等の未然防止と、早

期発見、早期対応に努めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆虐待、暴力、言葉の暴力など人権侵害を一人で悩まず、

家族や友人、公的機関に早期に相談しましょう。 

◆虐待防止等の公的支援についての情報を把握しまし

ょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆民生委員・児童委員など、地域の役職者を中心に、虐

待等の可能性がある家庭の把握に努め、公的機関につ

なぎ、解決を図りましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆虐待防止ネットワークの構成員として、啓発活動や相

談支援、関係者の研修と情報共有により、虐待の未然

防止と、早期発見、早期対応に努めます。 

◆各関係機関との連携に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆虐待防止ネットワークを中心とする啓発活動や相談

支援、早期対応の推進に取り組みます。 

 

 

③判断能力が不十分な方への支援の推進 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分な方の金銭管理や

福祉サービス等の利用支援に対して、成年後見人制度をはじめ、様々な支援制度の活用を

促進していきます。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆金銭管理や福祉サービス等の利用について不安を感

じたら、公的機関に早期に相談しましょう。 

◆成年後見人制度や日常生活自立支援事業等の公的支

援についての情報を把握しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆成年後見人制度や日常生活自立支援事業等の公的支

援について、地域で学習を進めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆広報誌等による権利擁護に関する制度の情報提供の

推進に努めます。 

◆日常生活自立支援事業を行います。 

公助 町が行うこと 
◆成年後見人制度、日常生活自立支援事業の周知に努

め、利用促進につなげます。 
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本町における成年後見制度の利用促進方策 

（上板町成年後見制度利用促進計画） 

施策項目 内容 

１ 権利擁護支援の地

域連携ネットワーク

の体制整備の方針 

本町における「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」と

して、上板町地域福祉計画における「多分野・多職種協働の

協議体」をはじめ、介護保険制度の地域包括支援センター事

業や地域ケア会議、障がい者総合支援制度の障がい者自立支

援協議会などを通じて、権利擁護支援の必要な人の発見・支

援に努め、必要に応じて専門支援機関につなげます。 

町民生児童課を中心に、地域包括支援センター、障がい者

相談支援事業所、医療機関、専門支援機関等が連携し、早期

の段階からの相談・対応に努め、財産管理のみならず、意思

決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用を図りま

す。 

２ 地域連携ネットワ

ークの中核機関の整

備・運営方針 

 

本町の住民が利用できる成年後見に関する専門支援機関と

しては、「社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会・とくしま権

利擁護センター」や、司法書士会による「公益社団法人成年

後見センター・リーガルサポート徳島支部」、行政書士会によ

る「コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部」、「一般

社団法人徳島県社会福祉士会」などがあります。 

これらの団体と連携しながら、権利擁護に関する相談支援

を行っているところですが、４つの機能（広報機能、相談機

能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機能）を有する

常設の地域連携ネットワーク中核機関の設置が求められると

ころであり、近隣市町との共同設置を協議・検討していきま

す。 

３ 「チーム」「協議会」

の具体化の方針 

 

成年後見制度は、「利用者がメリットを実感できる制度・運

用の改善」のために、本人を見守る「チーム」、地域の専門職

団体の協力体制（「協議会」）といった体制の確立が求められ

ており、例えば、「本人の置かれた生活状況等を踏まえた医師

診断書作成」や「後見人による不正防止」など、テーマに沿

った検討を関係機関で連携して進め、こうした組織の設置や

強化につなげていきます。 

４ 成年後見制度の利

用に関する助成制度

の在り方 

成年後見制度の利用に関する助成については、低所得者へ

の支援として、町長申立制度を運用するほか、障がい者につ

いては、地域生活支援事業に「成年後見制度利用促進事業」

「成年後見制度法人後見支援事業」があります。 

これらの制度により、利用促進を図るほか、必要に応じて、

新たな助成の制度化を検討していきます。 
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④再犯防止の推進 

徳島県における刑法犯検挙人員に占める再犯者の割合（再犯者率）は約５割で推移し

ています。罪を償って矯正施設を出所し、立ち直って社会に復帰しようとしたものの、

社会経験の不足や高齢・障がい、貧困、周囲の理解不足等の理由により、住居や就労先

を確保できなかったり、社会に受け入れられずに息苦しさを感じて、再び犯罪を犯して

しまうことがないよう、関係機関と連携しながら、円滑な社会復帰を促進していきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆「社会を明るくする運動」や保護司・更生保護女性会

活動等の理解を深めましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆「社会を明るくする運動」等を通じ、再犯防止に関す

る地域での活動に協力しましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆町や徳島県社会福祉協議会、徳島県地域生活定着支援

センターなど関係機関と連携し、再犯防止の取り組み

を進めます。 

公助 町が行うこと 
◆地域全体で犯罪や非行の防止と立ち直りを支える社

会の実現をめざします。 

 

※「社会を明るくする運動」：すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人た

ちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の

ない、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。 

  



 

３９ 
 

本町における再犯防止推進方策 

（上板町再犯防止推進計画） 

施策項目 内容 

１ 国・県・民間団体等と

の連携強化のための取

り組み 

国・県、徳島県保護司会連合会や鳴門板野地区保護司会、

徳島県更生保護女性連盟などの関係団体と連携した再犯防止

推進のネットワークづくりを進めます。 

２ 就労・住居の確保の

ための取り組み 

生活困窮者自立支援事業における自立相談支援事業や就労

準備支援事業、就労訓練事業、住居確保給付金の支給などに

より、刑務所出所者等を含む生活困窮者の自立に向けた支援

を進めるほか、コレワーク四国（高松矯正管区矯正就労支援

情報センター）等の関係機関との連携に努めます。 

３ 保健医療・福祉サー

ビスの利用の促進のた

めの取り組み 

高齢受刑者や障がいのある受刑者の現状について理解を深

め、徳島刑務所、徳島保護観察所、徳島県地域生活定着支援

センター等と連携し、福祉サービスによる出口支援を進めま

す。 

４ 非行の防止及び学校

等と連携した修学支援

の実施のための取り組

み 

徳島法務少年支援センター（徳島少年鑑別所）などと連携

し、「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動推進大会（青少年

育成フォーラム）などを通じた青少年の健全育成・非行防止

に係る啓発を進めます。 

また、家庭の状況にかかわらず、子どもたちが安心して勉

学に打ち込めるよう、修学支援を進めます。 

５ 犯罪をした者等の特

性に応じた効果的な指

導の実施等のための取

り組み 

ＤＶ、ストーカー、性犯罪などの再犯防止には、加害者の

内面に働き掛けを行い、被害者に対する執着心を取り除くこ

とが有効とされており、 警察や精神科医療機関、保護司会な

ど関係機関と連携しながら、カウンセリングの受診勧奨など、

加害予防のための取り組みを進めます。 

６ 民間協力者の活動の

促進、広報・啓発活動の

推進のための取り組み 

地域住民の協力を得ながら、「社会を明るくする運動」や「再

犯防止推進月間」（毎年７月）の事業などを通じて、再犯防止

についての広報・啓発を進めます。 
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（６）住民との協働による支援事業の推進 

 

少子高齢化や障がい者の社会参加が進む中で、あらゆる福祉ニーズに公的

サービスで応えていくことには限界があります。 

「生活支援体制整備事業」に代表される住民との協働による支援事業を推

進し、地域の生活課題の改善・解決を図るとともに、住民自身の自発的・主

体的に解決していこうとする行動を通じて、活動者自身の心身の健康づくり

や心の充足にもつなげていきます。 

 

①生活支援体制整備事業の推進 

高齢者の生活支援ニーズに地域住民がサービスの担い手となって対応していく生活支

援体制整備事業を推進します。 

 

〔参考〕国が描く生活支援体制構築事業の構築イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供 

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業

主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援 

 ・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取り組みを全国展開 

 ・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援 

生活支援サービスの提供イメージ 

介護者支援 

家事援助 

交流サロン 

声かけ 

外出支援 食材配達 

配食＋見守り 

コミュニティカフェ 

安否確認 

権利擁護 

移動販売 

自
治
会
単
位
の
圏
域 

小
学
校
区
単
位
の
圏
域 

市
町
村
単
位
の
圏
域 

事

業 

主

体 

民間 
企業 

ＮＰＯ 協同 
組合 

バックアップ 

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、協議体の設置
等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等） 

民間とも協働して支援体制を構築 
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〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆生活での困りごとを一人で悩まず、町、社会福祉協議

会、地域包括支援センターなどの公的機関に早期に相

談しましょう。 

◆声かけなど、地域の高齢者を支える活動を可能な限り

行いましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆高齢者の困りごとを地域で話し合い、地域で解決する

方策を検討していきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆生活支援体制整備事業を通じて、生活支援に関するニ

ーズ把握やサービス検討を行う協議体活動を展開し、

事業化の実現につなげていきます。 

◆住民主体の活動の充実と拡充に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆住民参加型福祉サービスの実施に向けた支援に努め

ます。 

 

 

②通いの場づくりの推進 

本町では、介護予防や生きがいづくり、閉じこもり防止等のための通いの場として、老

人福祉センターを設置・運営するとともに、住民の協力を得ながら、介護予防教室や介護

予防音楽教室、生活支援体制整備事業を活用した「ささえあいの町かみいた活動」などが

行われています。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各事業の開催

自粛を余儀なくされていますが、感染予防対策を進め、本来の開催に戻していきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆要介護状態にならないよう、日頃から健康に注意し、

介護予防に努めましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆地域で介護予防や生きがいづくり、閉じこもり防止等

の活動を継続し、幅広い参加を働き掛けましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆老人クラブのふれあい教室や、介護予防教室や介護予

防音楽教室など、上板町社会福祉協議会事業として展

開している通いの場を継続・発展させ、住民とともに、

介護予防、閉じこもり防止を進めます。 

◆通いやすい環境づくりの充実及び拡充に努めます。 

公助 町が行うこと ◆通いの場の活動支援に取り組みます。 
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③多様な住民参加型在宅福祉サービス団体の育成 

介護保険、障がい者自立支援、子ども・子育て支援など、制度による福祉を補完するイ

ンフォーマルサービスとして、ゴミ捨て、買い物支援、移送、子育て支援など、日常生活

の多様な場面で、支援が必要な人を支える住民参加型在宅福祉サービス団体の育成に努

めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆住民参加型在宅福祉サービスの活動に可能な参画・協

力を行いましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆住民参加型在宅福祉サービス団体を組織化し、地域の

生活支援を担っていきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会や、

全国社会福祉協議会の住民参加型在宅福祉サービス

団体全国連絡会などと連携しながら、住民参加型在宅

福祉サービス団体の育成に努めます。 

◆関係機関との協働による対応体制づくりの推進に努

めます。 

公助 町が行うこと 
◆住民参加型福祉サービスの実施に向けた支援に努め

ます。 
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基本目標３ 地域を支える人材の育成としくみづくり 
 

（７）「我が事」意識の醸成 

 

地域住民が町内に存在する様々な生活課題を「我が事」と感じ、福祉活動

に積極的に参加するためには、福祉に関する多様な情報提供と意識啓発が不

可欠です。 

広報、電子媒体の積極的な活用を図るとともに、学校や地域で福祉に関す

る教育・学習を進め、「我が事」意識の醸成につなげていきます。 

 
 

①広報、電子媒体の積極的な活用 

様々な広報媒体、インターネットなどで、難しい福祉制度をわかりやすく情報提供する

とともに、心温まるエピソードの紹介などを通じて、福祉意識の啓発を図ります。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆日頃から町のホームページや広報をチェックしまし

ょう。 

◆福祉について学び、自分自身ができることを考え、実

行に移すことを検討していきましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆心温まるエピソードなど、福祉情報を発信しましょ

う。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆社会福祉協議会広報誌等による福祉意識の啓発の推

進に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆広報やホームページ等を通じた福祉情報の発信に努

めます。 

 

 

②福祉教育の推進 

町内の小中学校では、各学校での創意工夫や地域の協力のもと、福祉について考え、体

験し、理解を深める教育を進めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆家庭教育の中で、福祉のことを教育していきましょ

う。 

◆学校などでの福祉教育に協力していきましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆学校などでの福祉教育に協力していきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆子ども達の福祉体験学習受入の充実を図ります。 

◆各学校での福祉教育に協力していきます。 

公助 町が行うこと ◆福祉教育の推進に努めます。 
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③住民・団体の学習の促進 

関係課・関係機関が連携しながら、住民・地域活動団体を対象とした、福祉に関する学

習機会の充実を図り、住民一人ひとりが我が事として取り組む機運の醸成に努めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆家庭教育の中で、福祉のことを教育していきましょ

う。 

◆福祉をテーマとした生涯学習活動に積極的に参加し

ましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆福祉をテーマとした生涯学習活動を積極的に実施し

ていきましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 
◆福祉に関する知識講座等の推進及び普及に努めます。 

公助 町が行うこと ◆福祉をテーマとした生涯学習の推進に努めます。 

 

 

（８）地域活動を通じた人材の育成 

 

福祉活動を担うのは「人」であり、地域福祉力を高めるのは、「人」と「人」

のつながり、ネットワークです。 

地域で自主的に多様な公益的活動を行う人材の育成を図るとともに、ネッ

トワークづくりを促進し、地域福祉力の強化につなげていきます。 

 

①地域活動の活性化 

本町では、コミュニティ組織として、支部（自治会・町内会）があり、約７割の住民が

参加しています。既存の活動助成である地域づくり助成金（地域づくり事業）の見直し等

により、活動の活性化を図るとともに、未結成の地区もあることから、新支部の設立を促

進していきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆地域活動やイベントに積極的に参加しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆地域活動の活性化に努めましょう。 

◆新支部の設立が実現するよう努めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆住民自治会・町内会との連携による福祉活動の推進に

努めます。 

公助 町が行うこと 
◆地域活動の活性化の促進に努めます。 

◆地域活動やイベントの周知に努めます。 

 

  



 

４５ 
 

②ボランティア活動の活性化 

本町には、上板町社会福祉協議会のボランティア連絡協議会の登録ボランティアとし

て３６グループ９３３名が登録するほか、個人でも５６名が登録しています。また、ボラ

ンティア連絡協議会に加盟していないケースもあります。 

庁内各課と町内の各団体が連携しながら、福祉分野のみならず、学習・スポーツや環境、

防災など、様々な分野で多様なボランティア活動の活性化を図ります。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆ボランティア活動に積極的に参加しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆ボランティア活動の活性化に努めましょう。 

◆友人や身近な人に声をかけ、参加しやすい雰囲気をつ

くりましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆ボランティアに関する情報提供・相談・コーディネー

トなど「ボランティアセンター事業」を行います。 

◆ボランティア活動への積極的参加の推進に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆ボランティア活動の活性化の促進に努めます。 

◆各種団体の周知に努めます。 

 

 

③老人クラブの活性化 

老人クラブは、会員自身の生きがいづくりに加え、地域貢献活動を率先して行う団体で

あり、その活性化を図ります。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆老人クラブの活動に積極的に参加しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆老人クラブの活動の活性化に努めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆ふれあい教室、みんなでからだ元気講座、太極拳講座、

笑いヨガといった自主事業の開催支援を行います。 

◆老人クラブ活動への積極的参加の推進に努めます。 

公助 町が行うこと ◆老人クラブ活動の活性化の促進に努めます。 
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④高齢者や障がい者の福祉的な就業の促進 

高齢者が就業し、生きがいを感じながら生活を送ることを支援するシルバー人材セン

ター事業や、障がい者の福祉的就労を側面支援する授産製品公的機関優先調達制度など

により、高齢者や障がい者の社会参加を引き続き促進していきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 

◆心身の状況に応じて、可能な限り、就業を行い、社会

での役割を担っていきましょう。 

◆高齢者や障がい者の福祉的な就業に対し、自分自身が

できる支援を考え、取り組みましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 

◆シルバー人材センターの活動の活性化に努めましょ

う。 

◆高齢者や障がい者の福祉的な就業に対し、各団体がで

きる支援を考え、取り組みましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆シルバー人材センター等就業内容の周知と加入促進

の強化に努めます。 

公助 町が行うこと ◆高齢者や障がい者の福祉的な就業の促進に努めます。 

 

 

⑤民生委員・児童委員の活動促進 

民生委員法や児童福祉法に基づき厚生労働大臣から委嘱された無報酬の地方公務員で

ある民生委員・児童委員が、地域住民の身近な相談を受け、専門機関に的確につないでい

けるよう、関係機関の連携に努めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆地域の民生委員・児童委員と日頃から顔のみえる関係

づくりに努めましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆上板町民生委員・児童委員協議会の活動に協力しまし

ょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆上板町民生委員・児童委員協議会と協働で地域福祉活

動を推進します。 

◆各関係機関との連携に努めます。 

公助 町が行うこと 

◆上板町民生委員・児童委員協議会の活動を支援しま

す。 

◆民生委員・児童委員との連携を強化し、情報共有を行

います。 
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⑥福祉委員の活動促進 

上板町社会福祉協議会が委嘱し、民生委員・児童委員等と協力しながら、地域住民の身

近な相談を受け、専門機関につなぐ役割を担う福祉委員は、本町の福祉に携わる重要な人

材であり、上板町社会福祉協議会が行う育成活動に協力していきます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆地域の福祉委員と日頃から顔のみえる関係をつくり

ましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆福祉委員活動の効果的な事業展開に努めましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 
◆研修等を行い、福祉委員の育成に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆民生委員・児童委員と福祉委員との連携を強化し、活

動を支援します。 

 

 

⑦地域での人材育成と連携強化 

認知症サポーター、食生活改善推進員など、地域で多様な公益的活動を行う人材の育

成・支援を図るとともに、人や組織のネットワークの強化に努めます。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆自分自身でできることを検討し、公益的活動にボラン

ティアとして積極的に参加しましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆各公益的活動団体で、継続的に人材を育成していきま

しょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆公益的活動を行う人材の育成事業の推進に努めます。 

◆公益的活動を行う人材のネットワークづくりの推進

に努めます。 

公助 町が行うこと 
◆公益的活動を行う人材の育成事業の推進に努めます。 

◆公益的活動を行う人材のネットワークづくりの推進

に努めます。 
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（９）多分野・多職種協働の体制づくり 

 

生活課題の複雑化や複合的な問題の発生に対応していくため、福祉、保健、

教育、住民自治、産業振興など、各分野でそれぞれの課題に取り組むこれま

でのあり方を基本にしつつ、地域住民、地域団体、ボランティア団体、介護・

福祉サービス事業所、企業、関係団体・機関により、機動的に多分野・多職

種協働の施策推進を図ります。 

 

①庁内の連携・協働体制づくり 

町民生児童課が単独で検討・対応することでは解決に向かうことが困難な課題に対し

て、保健、教育、産業振興、防災など、行政内部の各分野が連携・協働して対応を行う体

制づくりを進めます。 
 
〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

共助 
社会福祉協議

会が行うこと 
◆庁内体制づくりを推進します。 

公助 町が行うこと ◆庁内体制づくりを推進します。 

 
 

②地域での多分野・多職種協働の体制づくり 

介護保険制度による地域ケア会議や、障がい者総合支援制度による障がい者自立支援

協議会をモデルに、地域福祉を推進するための多分野・多職種協働の協議体を設置・運営

します。協議体は、町民生児童課地域福祉担当と上板町社会福祉協議会事務局を調整役

に、庁内各課代表等による運営委員会と、地域住民や介護・福祉サービス事業所の代表等

による推進委員会という構成とし、案件により、所属する構成員が柔軟に参加・協議する

組織体として運営します。 
 

〔住民・地域・社会福祉協議会・行政の役割分担〕 

自助 
自分たちで 

できること 
◆多分野・多職種協働の協議体の活動に可能な協力を行

いましょう。 

相互扶助 
・共助 

地域で 

できること 
◆多分野・多職種協働の協議体の活動に積極的に参画し

ましょう。 

社会福祉協議

会が行うこと 

◆町と連携し、多分野・多職種協働の協議体を運営して

いきます。 

◆庁内体制づくりを推進します。 

公助 町が行うこと ◆多分野・多職種協働の体制づくりを推進します。 
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多分野・多職種協働の協議体のイメージ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民生委員・児童委員代表、

その他地域支援者 

関係機関の 

オブザーバー参加 

（徳島県東部保健福祉

局、特別支援学校、 

警察等） 

医療従事者の 

オブザーバー参加 

（医師、歯科医師、

薬剤師、看護師、 

ソーシャルワーカー

等） 

調整役 

町地域福祉担当 

町社会福祉協議会事務局 

 

運営委員会 

保育所・幼稚園、 

小学校、中学校代表 

推進委員会 

関係各課 

代表 

専門職（保健師等） 

ＮＰＯ、 

ボランティア団体 

の代表 

 

支部（自治会・町内

会）、老人クラブ 

の代表 

 
介護保険、 

障がい福祉サービス

の事業所代表 

まちづくり関係者 

のオブザーバー参加 

（飲食、農業、住宅、

交通、寺社などの 

関係者） 
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第５章 計画の推進に向けて 
 

第１節 計画の推進体制 
 

地域福祉を推進していくためには、その地域に住んでいる人、地区会をはじめ、社会福

祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、学校、企業などすべて

の人が福祉活動の担い手となります。 

今後、これらの人や団体が町内関係機関と連携して、住民の誰もが、住み慣れた地域で

自立して、生きがいに満ちた生活が送れるよう、それぞれの立場の意見を取り入れなが

ら、地域の課題解決に向けた情報交換を積極的に行い、住民自らによる地域福祉活動の育

成や支援を進めます。 

 

第２節 計画の周知・普及 
 

地域福祉を推進する上で、計画のめざす方向性や取り組みについて、町民、ボランティ

ア団体、ＮＰＯ法人、社会福祉法人をはじめとする福祉サービス事業者、社会福祉協議会、

行政等の計画に関係するすべての人が共通の理解を持つことが必要です。 

そのため、広報紙や町ホームページを通じて計画を広く町民に周知し、普及に努めま

す。 

 

第３節 計画の進行管理・評価 
 

本計画の推進に関わるすべての人の主体的な参加や協力のもとに連携し、推進してい

くためには、計画の達成度を評価し、一定の期間をおいて計画を見直すことが必要です。 

計画に基づく施策の進捗状況や、達成度を定期的に把握・評価し、必要に応じて適宜見

直し等を行い、常により良い活動や取り組みを推進する「ＰＤＣＡサイクル」によって、

計画の目的や目標達成に向けた取り組みの着実な推進に努めます。 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

  

P D C A 
サイクル 

見直し・改善（Ａ） 
評価結果を踏まえ、必要に応じて改善

（継続・修正・廃止）を行います。 

点検・評価（Ｃ） 
計画の達成状況、施策の進捗状況に

ついて評価します。 

計画の実行（Ｄ） 
計画を実施し、具体的な行動と実践

活動に取り組みます。 

計画の策定（Ｐ） 
課題を発見・共有し地域の課題解決

の方向性を見出します。 
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資料編 
 

上板町地域福祉計画策定委員会設置要綱 
 

（目的） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に基づき、本町における地域福祉計

画の策定にあたり、総合的な事項を検討する上板町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は次の事項について審議する。 

（１）地域福祉計画の策定に関する事項。 

（２）その他計画の策定及び見直しに関して必要な事項。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）保健、医療又は福祉関係者 

（２）各種団体の代表者 

（３）学識経験者 

（４）行政関係機関 

（５）その他町長が必要と認める者 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職

務を代理する。 

 

（委員会） 

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、５年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、民生児童課において行う。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１１月２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年２月１９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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